
 

Ｎｅｘｔ川の再生「水辺 de ベンチャーチャレンジ」実施要綱 

 

第１ 目的 

埼玉県では、平成 20 年度から地域と県とが連携・協働して川の再生の取組を展開した結果、

地域で川を守る活動が広がるなど、再生した水辺が地域の共有資産として利活用されてきて

いる。 

この要綱は、これまでの地域と県との連携・協働に加え、民間事業者等とも連携・協働し

て取り組む「水辺 de ベンチャー計画」の作成及び「水辺 de ベンチャーチャレンジ」実施候

補箇所への登録等に係る事項を規定し、「水辺 de ベンチャーチャレンジ」を実施することで、

県民誰もが川に愛着を持ち、ふるさとを実感できる「川の国埼玉」を実現することを目的と

する。 

 

第２ 定義 

（１）この要綱において「水辺 de ベンチャーチャレンジ」とは、河川敷地や調節池等にお

いて、市町村や民間事業者等と連携し、河川空間に新たな魅力を創出することで、利

活用を促進させる取組みをいう。 

（２）この要綱において「民間事業者等」とは、民間企業、一般社団法人、ＮＰＯ法人、商

工会、青年会議所、観光協会等をいう。 

（３）この要綱において「水辺 de ベンチャーチャレンジ」として取り組む内容は、次のい

ずれかに該当し、河川空間の持続的な利活用に資するものとする。 

ア 調節池の底面や水面をピクニック、スポーツ、アクティビティ、カルチャースクール

等の場として利用するもの。 

イ 河川敷地を飲食、物販、サービス施設の運営の場として利用するもの。 

ウ 河川管理用通路を散策や花見、ライトアップイベント等の場として利用するもの。 

エ アからウのほか、河川空間の持続的な利活用が見込めると県が判断するもの。 

 

第３ 対象河川 

一級河川（埼玉県管理区間）とする。 

 

第４ 推進主体 

県と連携・協働して「水辺 de ベンチャーチャレンジ」に取り組む推進主体は、民間事業者

等による河川空間の利活用を推進する次のいずれかに該当するものとする。 

（１）県内の市町村 

（２）県内の市町村及び県内外の民間事業者等 

ただし、民間事業者等は、次の業種又は業者については対象外とする。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

の規定に該当する営業に関わるもの又はこれに類するもの。 

（２）消費者金融・高利貸しに関わるもの。 



 

（３）民事再生法又は会社更生法による再生又は県の指名停止措置要領に該当する行為を

行ったもの又は不利益処分（違法又は不適当な行為によるものである場合に限る）を

受けているもの。 

（４）その他、県が適当でないと認める業種や業者。 

 

第５ 登録要件 

実施候補箇所としての要件は事業の内容が以下のアからオのすべてに該当するものとする。 

なお、河川空間を利活用して地域振興等につなげる取組が地方創生に係る総合戦略や観光

振興計画等に位置付けられている又は位置付けられる予定があることが望ましい。 

また、連携する民間事業者等が具体的に決まっていない場合でも、登録は可能とする。 

ア 民間事業者等による水辺空間の利活用を前提とした計画であること。 

イ 単に民間事業者等の利益のためではなく、河川を中心とした地域の賑わい創出等を目

的としていること。 

ウ 水辺空間の利活用にあたり、治水上・利水上・河川環境上の支障とならないこと。 

エ 民間事業者等による水辺空間の利活用に必要な河川敷地を市町村が占用すること。 

オ 水辺空間の利活用に必要な施設整備の完了が、登録から概ね５年以内で見込めること。 

 

第６ 「水辺 deベンチャー計画」の作成及び登録の申請等 

当事業を実施しようとする推進主体は、次に示す提出書類を作成し、対象河川を管轄する

各県土整備事務所又は総合治水事務所に事前相談を行ったうえで、河川環境課に「水辺 de ベ

ンチャーチャレンジ」実施候補箇所の登録を申請するものとする。 

（１）提出書類 

ア 様式－１（申請書） 

イ 様式－２～６（計画書） 

ウ 民間事業者等との連携に関する構想等を記したものの写し 

エ 申請内容が位置付けされた地方創生に係る総合戦略、観光振興計画等の表紙及び

該当箇所の写し 

オ その他必要に応じて利活用のイメージがわかる参考資料（パンフレット等） 

（２）事前相談 

計画書の作成に際しては、事前に、対象河川を管轄する各県土整備事務所又は総合治

水事務所及び河川環境課に計画内容の相談を行うこととする。 

（３）申請時期等 

    申請時期等については、河川環境課のホームページ等にて周知する。 

 

第７ 実施候補箇所の登録 

県土整備部長は、「水辺 de ベンチャー計画」の内容について、第５に掲げる登録要件を満

たした箇所のうち、実施の効果、市町村や民間事業者及び地域住民等の川の再生の実現に向

けた活動意欲や熱意の高さ、関係者の役割分担と実施体制の確保等の観点から、実現可能性



 

が高いと判断した場合は実施候補箇所として登録し、申請した推進主体へ通知する。 

 

第８ 協議会等の設置及び事業計画書の作成 

実施候補箇所の登録を受けた場合、市町村は速やかに協議会等を設置し、「水辺 de ベンチ

ャー計画」の実現に向けて利活用内容や役割分担、資金計画等の検討を進め、事業計画書（様

式Ａ）を作成することとする。 

なお、事業計画書の提出は実施候補箇所の登録を受けてから概ね２年以内とする。 

 

第９ 「水辺 deベンチャー計画」の変更 

推進主体は、実施候補箇所への登録を受けた後に、内容について重要な変更の必要が生じ

た場合は、変更計画書を作成し、第６（１）に準じて登録することとする。 

 

第１０ 実施候補箇所の登録の取り消し 

県土整備部長は、推進主体及び事業計画の内容が以下に該当する場合は、実施候補箇所の

登録を取り消すことができる。 

（１）推進主体から実施候補箇所の登録の取り消しに係る申請があった場合 

（２）当事業の目的や登録要件に該当しなくなったと県土整備部長が認める場合 

 

第１１ 「水辺 de ベンチャー計画」による河川整備の実施 

推進主体が第８の規定による事業計画書を作成した場合、河川管理者は必要な河川整備を

実施する。 

 

第１２ 実施候補箇所の登録申請にあたっての留意事項 

（１）実施候補箇所の登録を受けた場合であっても、「水辺 de ベンチャー計画」に記載さ

れた河川区域内の整備が全て実施されることを確約するものではない。 

（２）事業推進のための役割は以下のとおりとする。 

ア 市町村の役割 

ａ 河川空間の利活用計画の策定や整備内容、整備後の維持管理、危機管理対応等に

係る検討を行う協議会等（行政機関、民間事業者、地域住民、関係団体等）を設置し、

運営する。なお、整備後においても施設運営に係る事業計画や実績報告の場、また、

運営上の課題への対応を検討する場として協議会を年１回以上開催するものとする。 

ｂ 民間事業者等による河川敷地の商業利用にあたっては、水辺空間とことん活用プ

ロジェクト事務マニュアルに基づいた都市・地域再生等利用区域の指定等に係る調

整等を行う。 

ｃ 都市・地域再生等利用区域内の商業利用に必要な敷地を占用し、施設営業者に使

用させる。 

イ 市町村または民間事業者の役割 

ａ 河川空間を利活用するまちづくりや観光地づくり等に必要な施設整備（県が実施



 

するもの以外）及び施設運営を行う。 

ｂ 河川空間の持続的な利活用に必要なイベントや広報を行う。 

ｃ 県が整備した護岸等について、利活用ために必要な維持管理を行う。 

ｄ 事業箇所周辺において、地域住民や団体等が実施する美化清掃等の活動に対し、

必要な支援を行う。 

ウ 県の役割 

ａ 市町村が設置する協議会等へ参画する。 

ｂ 利活用に資する施設のうち、河川区域内において、県が治水安全度の確保及び維

持管理の観点から整備の必要があると認めた施設に対し、測量設計、工事を行う。 

なお、治水安全度の確保及び維持管理の観点から整備の必要があると認められる

施設とは、河川敷地の整地、親水護岸、スロープ、階段、遊歩道（河川管理用通路）、

その他桟橋やデッキなど河川の管理のために必要な施設とする。 

ｃ 県が整備した護岸等について、洪水による災害を防除するための機能確保に必要

な維持管理及び復旧を行う。 

（３）その他 

ア 「水辺 deベンチャー計画」を実施したい箇所が河川の改修計画等に支障がないこと

を各県土整備事務所又は総合治水事務所に確認すること。 

イ 原則として県による用地買収の必要がないものとする。 

ウ 生態系など自然環境への影響が懸念される場合は、自然環境に関する県や市町村の

関係課所や関係団体への聞き取りをすること。 

 

附則 

この要綱は、令和３年２月２２日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和３年８月１６日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和６年１１月１４日から施行する。 

 


